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■ 改正土壌汚染対策法の調査・対策の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４条（新規） 第３条（現行３条） 第５条（現行４条） 

調査義務・命令 調査義務 調査命令 

土地の形質変更を行う 

エリアの面積が 

3,000 ㎡以上 

水濁法上の 

有害物質使用特定

施設の使用の廃止 

 

土壌汚染により 

人の健康被害の 

生じるおそれあり 

 

使用物質・使用箇所の特定 特定有害物質使用履歴等 

調査命令 調査不要 

汚染のおそれあり 汚染のおそれなし 

調査義務 調査命令 

土  壌  汚  染  状  況  調  査  

汚染確認 汚染なし 調査終了 

人の健康被害のおそれなし 人の健康被害のおそれあり 

自主調査の結果、汚染が確認 

もしくは恐れがある場合には、 

調査結果報告書を添付して、 

区域の指定を申請できる 

盛土・封じ込め・ 

不溶化等の 

拡散防止措置  

汚染の完全除去・

完全浄化  

区域の指定解除  

土地の形質の 

変更の実施  

要措置区域の指定 形質変更時要届出区域の指定 

土地の形質変更時の届出が 

必要な区域  

土地の形質の 

変更の制限  

指示措置（盛土・封じ込め等） 

又はそれ以上の措置が 

必要な区域 

【特筆事項】 

・指定を受けた区域の形質変更時には、計画書の提出を義務付け。 

・指定を受けた区域からの健全土砂搬出に際し、１００ 毎に全項目の調査を義務付け。 

・汚染土壌の搬出は、運搬に関する基準に従った運搬を義務付け。 

・汚染土壌の処理は、都道府県知事の許可を受けた処理業者での処理を義務付け。 


